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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　懸濁物質およびアンモニア態窒素を含む生物飼育水を処理する水処理装置であって、
　除濁膜を用いて前記生物飼育水をろ過する膜ろ過手段と、
　前記膜ろ過手段の濃縮水および逆洗排水のうち少なくともいずれかについて、泡を用い
て懸濁物質を分離する泡分離手段と、
　前記膜ろ過手段の透過水を返送して前記生物飼育水に添加する透過水返送手段と、
　前記泡分離手段で分離処理した分離処理水を返送して前記生物飼育水に添加する分離処
理水返送手段と、
　を備えることを特徴とする水処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の水処理装置であって、
　前記泡分離手段が、オゾンマイクロバブルを用いた加圧浮上で懸濁物質を分離する加圧
浮上手段であることを特徴とする水処理装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の水処理装置であって、
　前記泡分離手段の後段に、過酸化物を分解処理する過酸化物分解手段を備えることを特
徴とする水処理装置。
【請求項４】
　懸濁物質およびアンモニア態窒素を含む生物飼育水を処理する水処理方法であって、
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　除濁膜を用いて前記生物飼育水をろ過する膜ろ過工程と、
　前記膜ろ過工程の濃縮水および前記除濁膜の逆洗排水のうち少なくともいずれかについ
て、泡を用いて懸濁物質を分離する泡分離工程と、
　前記膜ろ過工程の透過水を返送して前記生物飼育水に添加する透過水返送工程と、
　前記泡分離工程で分離処理した分離処理水を返送して前記生物飼育水に添加する分離処
理水返送工程と、
　を含むことを特徴とする水処理方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の水処理方法であって、
　前記泡分離工程において、オゾンマイクロバブルを用いた加圧浮上で懸濁物質を分離す
ることを特徴とする水処理方法。
【請求項６】
　請求項４または５に記載の水処理方法であって、
　前記泡分離工程の後段に、過酸化物を分解処理する過酸化物分解工程を含むことを特徴
とする水処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水処理装置および水処理方法に関する。特に、懸濁物質およびアンモニア態
窒素を含む原水を処理するための水処理装置および水処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　水族館や養殖等に用いられる飼育水には、アンモニア態窒素、タンパク質等の有機物お
よび懸濁物質等が含まれるが、タンパク質に起因するアンモニア態窒素は、特に、生物飼
育に悪影響を及ぼすことがあるため、水を循環利用する場合は適切な処理が必要である。
また、水族館のような観賞用水の場合、より高い透視度が求められる。
【０００３】
　従来の技術では、排水中に含まれるアンモニア態窒素を、生物処理（硝化）により亜硝
酸および硝酸態窒素とした後、アルコールを添加した生物処理（脱窒）により硝酸態窒素
を窒素として系外へ除去する方法が用いられる（例えば、特許文献１参照）。また、アン
モニア態窒素の発生源となるタンパク質に関しては、気泡に付着させてタンパク質を除去
する泡沫分離装置（プロテインスキマ）を用いることが多い（例えば、特許文献２参照）
。
【０００４】
　アンモニア態窒素を生物処理で除去しようとする、従来の技術を採用した場合、以下の
問題点がある。
　・生物処理の反応速度が遅いため、大きな反応槽および広い設置スペースが必要である
　・生物処理の処理効率が低いため、飼育水の循環流量を増やす必要があり、装置が大型
化する
　・飼育生物数の急増などに起因する急激な水質変化に対応できない
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－１９１２５７号公報
【特許文献２】特開２００５－２９５９３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、ランニングコストおよび装置設置スペースを抑えつつ、懸濁物質およ
びアンモニア態窒素を含む原水を効率よく処理することが可能な水処理装置および水処理
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方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、懸濁物質およびアンモニア態窒素を含む生物飼育水を処理する水処理装置で
あって、除濁膜を用いて前記生物飼育水をろ過する膜ろ過手段と、前記膜ろ過手段の濃縮
水および逆洗排水のうち少なくともいずれかについて、泡を用いて懸濁物質を分離する泡
分離手段と、前記膜ろ過手段の透過水を返送して前記生物飼育水に添加する透過水返送手
段と、前記泡分離手段で分離処理した分離処理水を返送して前記生物飼育水に添加する分
離処理水返送手段と、を備える水処理装置である。
【０００８】
　また、前記水処理装置において、前記泡分離手段が、オゾンマイクロバブルを用いた加
圧浮上で懸濁物質を分離する加圧浮上手段であることが好ましい。
【０００９】
　また、前記水処理装置において、前記泡分離手段の後段に、過酸化物を分解処理する過
酸化物分解手段を備えることが好ましい。
【００１０】
　また、本発明は、懸濁物質およびアンモニア態窒素を含む生物飼育水を処理する水処理
方法であって、除濁膜を用いて前記生物飼育水をろ過する膜ろ過工程と、前記膜ろ過工程
の濃縮水および前記除濁膜の逆洗排水のうち少なくともいずれかについて、泡を用いて懸
濁物質を分離する泡分離工程と、前記膜ろ過工程の透過水を返送して前記生物飼育水に添
加する透過水返送工程と、前記泡分離工程で分離処理した分離処理水を返送して前記生物
飼育水に添加する分離処理水返送工程と、を含む水処理方法である。
【００１１】
　また、前記水処理方法において、前記泡分離工程において、オゾンマイクロバブルを用
いた加圧浮上で懸濁物質を分離することが好ましい。
【００１２】
　また、前記水処理方法において、前記泡分離工程の後段に、過酸化物を分解処理する過
酸化物分解工程を含むことが好ましい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明では、ランニングコストおよび装置設置スペースを抑えつつ、懸濁物質およびア
ンモニア態窒素を含む原水を効率よく処理することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態に係る水処理装置の一例を示す概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の実施の形態について以下説明する。本実施形態は本発明を実施する一例であっ
て、本発明は本実施形態に限定されるものではない。
【００１６】
　本発明の実施形態に係る水処理装置の一例の概略を図１に示し、その構成について説明
する。水処理装置１は、膜ろ過手段として膜ろ過装置１２と、泡分離手段としてオゾンマ
イクロバブルを用いた加圧浮上で懸濁物質を分離する加圧浮上手段である加圧浮上装置１
４とを備える。水処理装置１は、原水槽１０と、泡分離水槽１６と、過酸化物分解手段と
して活性炭処理装置１８と、処理水槽２０とを備えてもよい。
【００１７】
　図１の水処理装置１において、原水槽１０の出口と膜ろ過装置１２の入口とがストレー
ナ２２を介して原水配管２６により接続され、膜ろ過装置１２の濃縮水出口と加圧浮上装
置１４の下部入口とが濃縮水配管２８により接続され、膜ろ過装置１２の透過水出口と原
水槽１０とが透過水配管３０により接続され、加圧浮上装置１４の出口と泡分離水槽１６
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の入口とが泡分離水配管３２により接続され、泡分離水槽１６の出口と活性炭処理装置１
８の入口とが泡分離水供給配管３４により接続され、活性炭処理装置１８の出口と処理水
槽２０の入口とが処理水配管３６より接続され、処理水槽２０の出口からの処理水返送配
管３８が透過水配管３０の途中に接続されている。泡分離水槽１６の下部と膜ろ過装置１
２の２次側とは逆洗水配管４０により接続され、膜ろ過装置１２の１次側が逆洗排水配管
４２により濃縮水配管２８の途中に接続されている。
【００１８】
　本実施形態に係る水処理方法および水処理装置１の動作について説明する。
【００１９】
　原水槽１０に貯留された、懸濁物質およびアンモニア態窒素を含む原水は、原水配管２
６を通して膜ろ過装置１２に供給される。必要に応じて原水配管２６の途中にストレーナ
２２を設置し、原水中の比較的大きめの固形物が除去されてもよい。膜ろ過装置１２にお
いて、原水中の懸濁物質が除濁膜を用いてろ過されて濃縮される（膜ろ過工程）。
【００２０】
　膜ろ過装置１２で生成する透過水は、透過水配管３０を通して原水槽１０へ返送され、
原水に添加される（透過水返送工程）。
【００２１】
　膜ろ過装置１２で生成する濃縮水は、濃縮水配管２８を通して加圧浮上装置１４へ送液
され、加圧浮上装置１４において、オゾン含有気泡発生装置２４から供給されるオゾンマ
イクロバブルを用いた加圧浮上で処理される（泡分離工程（加圧浮上工程））。オゾンマ
イクロバブルを用いた加圧浮上により、濃縮された懸濁物質等が固液分離され、原水がハ
ロゲン化物イオン含む場合には、さらにアンモニア態窒素の脱窒反応が起こる（脱窒工程
）。
【００２２】
　加圧浮上装置１４において、下記式１に示すように、原水がハロゲン化物イオン含む場
合には、原水に含まれるハロゲン化物イオンとオゾンとの反応により、過酸化物である次
亜ハロゲン酸（ＨＸＯ）等のハロゲンオキソ酸が発生する（過酸化物発生工程）。次亜ハ
ロゲン酸等のハロゲンオキソ酸は酸化力を有し、有機物の酸化や殺菌等に効果がある。ハ
ロゲンオキソ酸等の酸化力を有する過酸化物は、総称して「オキシダント」と呼ばれる場
合もある。なお、排オゾンは、オゾン排出配管４４を通して排出される。
【００２３】
　［式１］
　　Ｘ－　＋　Ｏ３　→　Ｏ２　＋　ＯＸ－　　
　　ＯＸ－　＋　Ｈ２Ｏ　→　ＨＸＯ　＋　ＯＨ－

（ここで、Ｘ－は、塩化物イオン（Ｃｌ－）、臭化物イオン（Ｂｒ－）、ヨウ化物イオン
（Ｉ－）等のハロゲン化物イオンであり、Ｘは、Ｃｌ，Ｂｒ，Ｉ等のハロゲンである。）
【００２４】
　Ｘ－が塩化物イオンの場合、下記式２に示すように、原水に含まれる塩化物イオンとオ
ゾンとの反応により、過酸化物である次亜塩素酸（ＨＣｌＯ）等のハロゲンオキソ酸が発
生する。
【００２５】
　［式２］
　　Ｃｌ－　＋　Ｏ３　→　Ｏ２　＋　ＯＣｌ－　　
　　ＯＣｌ－　＋　Ｈ２Ｏ　→　ＨＣｌＯ　＋　ＯＨ－

【００２６】
　また、Ｘ－が臭化物イオンの場合、下記式３に示すように、原水に含まれる臭化物イオ
ンとオゾンとの反応により、過酸化物である次亜臭素酸（ＨＢｒＯ）等のハロゲンオキソ
酸が発生する。
【００２７】
　［式３］
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　　Ｂｒ－　＋　Ｏ３　→　Ｏ２　＋　ＯＢｒ－　　
　　ＯＢｒ－　＋　Ｈ２Ｏ　→　ＨＢｒＯ　＋　ＯＨ－

【００２８】
　そして、下記式４に示すように、発生させた次亜ハロゲン酸等のハロゲンオキソ酸が原
水に含まれるアンモニア態窒素の脱窒反応を起こす（脱窒工程）ため、懸濁物質の除去と
原水の窒素除去が同時に可能となる。
【００２９】
　［式４］
　　ＨＸＯ　＋　ＮＨ３　→　ＮＨ２Ｘ　＋　Ｈ２Ｏ
　　３ＨＸＯ　＋　２ＮＨ３　→　２Ｎ２　＋　３ＨＸ　＋　３Ｈ２Ｏ
（ここで、Ｘは、Ｃｌ，Ｂｒ，Ｉ等のハロゲンである。）
【００３０】
　特に、ＸがＢｒの場合、下記式５に示すような、発生させた次亜臭素酸が原水に含まれ
るアンモニア態窒素の脱窒反応を起こしやすい。
【００３１】
　［式５］
　　ＨＢｒＯ　＋　ＮＨ３　→　ＮＨ２Ｂｒ　＋　Ｈ２Ｏ
　　３ＨＢｒＯ　＋　２ＮＨ３　→　２Ｎ２　＋　３ＨＢｒ　＋　３Ｈ２Ｏ
【００３２】
　原水中の懸濁物質が多い場合、例えば、懸濁物質を濁度５度以上含む場合は、泡分離工
程の前段において、凝集処理が行われてもよい。例えば、水族館のように透視度の高い水
が要求される場合、泡分離工程の前段において凝集処理を行うことで、より清澄な処理水
を得ることが可能となる。凝集処理は、例えば、凝集槽において、濃縮水に凝集剤が添加
されて凝集処理が行われ、懸濁物質の凝集物が形成され（凝集工程）、凝集水が撹拌槽に
おいて撹拌処理されて、凝集物が粗大化したフロックが形成される（撹拌工程）ことによ
り行われる。
【００３３】
　凝集処理で用いられる凝集剤としては、特に制限はなく、例えば、硫酸バンド、ポリ塩
化アルミニウム（ＰＡＣ）、塩化アルミニウム、ポリ硫酸第二鉄（ポリ鉄）、塩化第二鉄
等およびこれらの混合物等の、一般に凝集剤として用いられる鉄系またはアルミニウム系
等の無機凝集剤や、公知のアニオン系、ノニオン系およびカチオン系の高分子凝集剤等が
挙げられる。
【００３４】
　原水中の懸濁物質が少ない場合、例えば、懸濁物質を濁度１度以下含む場合は、オゾン
マイクロバブルを用いた加圧浮上で懸濁物質を分離する加圧浮上装置１４の代わりに、泡
分離手段として、空気等の気泡に付着させて懸濁物質やタンパク質等の有機物を除去する
泡沫分離装置（プロテインスキマ）を用いてもよい（泡分離工程）。
【００３５】
　泡分離水中の次亜臭素酸等のハロゲンオキソ酸の濃度が高く、生態等に影響を及ぼすこ
とが懸念される場合は、加圧浮上装置１４の後段に活性炭処理装置１８等の過酸化物分解
手段を設けることが好ましい。
【００３６】
　この場合、泡分離水は、泡分離水配管３２を通して必要に応じて泡分離水槽１６に貯留
された後、泡分離水供給配管３４を通して活性炭処理装置１８に供給される。活性炭処理
装置１８において、泡分離水中の過酸化物であるハロゲンオキソ酸が活性炭により分解処
理され、ハロゲン化物イオンとなる（過酸化物分解工程）。
【００３７】
　過酸化物が分解処理された処理水は、処理水配管３６を通して必要に応じて処理水槽２
０に貯留された後、処理水返送配管３８、透過水配管３０を通して透過水とともに原水槽
１０に返送され、原水に添加される（処理水返送工程）。
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【００３８】
　加圧浮上装置１４の後段に過酸化物分解手段を備えることにより、次亜臭素酸等のハロ
ゲンオキソ酸による生態等への影響を低減することができる。このため、原水が養殖や水
族館等の飼育水等である場合に、処理水を原水槽１０へ返送しても、生物への影響を低減
することができる。
【００３９】
　また、処理水が透過水とともに原水槽１０に返送され、原水に添加されることにより、
加圧浮上装置１４または泡沫分離装置（プロテインスキマ）による泡分離工程によって処
理水のＤＯ値（溶存酸素量）が高い場合（例えば、水温や圧力条件に対してＤＯ値が過飽
和な状態）であっても、透過水により希釈されるため、原水が養殖や水族館等の飼育水等
である場合に処理水を原水槽１０へ返送しても生物への影響を低減することができる。
【００４０】
　図１の例では、処理水の全てが原水槽１０に返送されて原水に添加されているが、処理
水の少なくとも一部が原水槽１０に返送されて原水に添加されればよく、処理水の一部が
原水槽１０に返送されて原水に添加されてもよいし、処理水の全てが系外に排出されても
よい。使用する水量を低減する等の観点から、処理水の一部が原水槽１０に返送されるこ
とが好ましく、処理水の全てが原水槽１０に返送されることがより好ましい。処理水の全
てが原水槽１０に返送される閉鎖循環系とすることにより、使用する水量を低減すること
ができる等の利点がある。
【００４１】
　膜ろ過装置１２としては、「クロスフローろ過方式」であっても、「全量ろ過方式」で
あってもよい。膜ろ過装置１２において用いられる膜としては、特に制限はないが、精密
ろ過膜（ＭＦ膜）または限外ろ過膜（ＵＦ膜）のうち少なくとも１つであることが好まし
い。
【００４２】
　「クロスフローろ過方式」の場合には、上記の通り、透過水を原水槽１０に返送し、濃
縮水を泡分離処理すればよく、「全量ろ過方式」の場合は、透過水を原水槽１０に返送し
、後述する膜ろ過装置１２の逆洗排水を泡分離処理すればよい。１つのろ過装置で「クロ
スフローろ過方式」と「全量ろ過方式」とを切り替えてもよい。また、両方式ともに、透
過水中に残存する溶存のアンモニア態窒素を低減したい場合、透過水の少なくとも一部を
オゾン処理してもよい。
【００４３】
　加圧浮上装置１４としては、例えば、特開２０１０－０７７５８９号公報等に記載の従
来公知の加圧浮上装置を用いればよい。泡沫分離装置（プロテインスキマ）としては、例
えば、特開２００５－２９５９３９号公報等に記載の従来公知の泡沫分離装置を用いれば
よい。
【００４４】
　ここで、本明細書において、オゾンマイクロバブルは、例えば、直径が１０μｍ～１０
０μｍ程度の、オゾンを含む微細なオゾン含有気泡である。マイクロバブルは、例えば、
直径が１０μｍ～１００μｍ程度の、オゾン以外の気体を含む微細な気泡である。
【００４５】
　過酸化物分解手段としては、活性炭を充填した活性炭充填塔等の活性炭処理装置１８の
他に、Ｐｄ担持担体、酸化チタン、白金等の過酸化物分解触媒を充填した充填塔等が挙げ
られ、コスト等の観点から活性炭充填塔等の活性炭処理装置が好ましい。また、過酸化物
分解触媒を充填した充填塔への通水方向は、下向流と上向流のどちらでもよいが、過酸化
物の分解率を高めるためには下向流が望ましい。
【００４６】
　本実施形態に係る水処理装置１および水処理方法は、懸濁物質およびアンモニア態窒素
を含む原水、懸濁物質、ハロゲン化物イオンおよびアンモニア態窒素を含む原水、または
懸濁物質、タンパク質等の有機物質、ハロゲン化物イオンおよびアンモニア態窒素を含む



(7) JP 6263054 B2 2018.1.17

10

20

30

40

50

原水中の懸濁物質の除去に適用され、原水は海水であっても、淡水であってもよい。特に
、アンモニア態窒素を含む海水の処理に適しており、魚類等の生物の養殖や水族館等の魚
類等の生物の飼育水処理に用いられる閉鎖系循環処理により適している。海水には臭化物
イオンが通常含まれ、魚類等の生物からはアンモニア態窒素が通常排出される。アンモニ
ア態窒素を硝化および脱窒しようとする場合、まず、好気性生物処理によりアンモニア態
窒素を硝酸にした後、嫌気性生物処理により硝酸を窒素ガスへ還元して水中から窒素を除
去するのが通常であった。このような生物処理を用いる場合、好気条件の硝化槽と嫌気条
件の脱窒槽を必要とするため、広い設置スペースが必要である。それに対して、本実施形
態に係る水処理装置１では、硝化および脱窒を一つの装置（加圧浮上装置１４）で行うこ
とができるため、省スペース化が可能となる。
【００４７】
　原水のタンパク質等のアンモニア態窒素の含有量が少ない場合、例えば、アンモニア態
窒素が０．１ｍｇ／Ｌ以下の場合、加圧浮上処理において固液分離の動力となる微細気泡
は全てがオゾンでなくてもよく、オゾンよりも安価な空気等のオゾン以外の気体を併用し
てもよい。これにより、オゾンマイクロバブルを用いた加圧浮上にかかるランニングコス
トを低減することができる。この場合、加圧浮上装置１４は、オゾンを含む気体を用いて
オゾンマイクロバブルを発生させるオゾン含有気泡発生装置２４と、オゾン以外の気体を
用いてマイクロバブルを発生させる気泡発生装置４６とを備えて、加圧浮上工程において
、オゾンを含むオゾンマイクロバブルと、オゾン以外の気体を含むマイクロバブルとを混
合して用いればよい。
【００４８】
　このように、オゾンを含むオゾンマイクロバブルと、オゾン以外の気体を含むマイクロ
バブルとの２種類の気体のマイクロバブルを用いて、例えば、加圧浮上装置１４の前段に
、原水のアンモニア態窒素の濃度を測定するアンモニア態窒素濃度測定手段および原水の
懸濁物質の濃度を測定する懸濁物質濃度測定手段のうち少なくとも１つを設け、原水のタ
ンパク質等のアンモニア態窒素の濃度に基づいてオゾンの注入率を制御し、原水の懸濁物
質の濃度に基づいて空気等の気体の注入率を制御することにより、加圧浮上処理にかかる
ランニングコストを最適化することが可能となる。
【００４９】
　アンモニア態窒素濃度測定手段としては、アンモニア態窒素の濃度を測定することがで
きるものであればよく特に制限はないが、例えば、アンモニアセンサ（エンドレスハウザ
ー社製ＩＳＥマックス　ＣＡＳ４０Ｄ）等が挙げられる。懸濁物質濃度測定手段としては
、懸濁物質の濃度を測定することができるものであればよく特に制限はないが、例えば、
濁度測定装置等が挙げられる。例えば、アンモニアセンサと濁度を測定する計器を加圧浮
上処理の前段に設け、アンモニア態窒素濃度とオゾン注入率、濁度と空気注入率を連動制
御させることで、加圧浮上にかかるランニングコストを最適化することが可能となる。
【００５０】
　例えば、原水のアンモニア態窒素の濃度が低い場合は、用いるマイクロバブル中のオゾ
ンマイクロバブルの割合を少なくし、懸濁物質の濃度が高い場合は、用いるマイクロバブ
ル中の空気等のオゾン以外のマイクロバブルの割合を多くするように制御すればよい。
【００５１】
　膜ろ過装置１２の洗浄が必要になった場合は、泡分離水が泡分離水槽１６から逆洗水配
管４０を通して膜ろ過装置１２の２次側から１次側に逆流されて、膜が洗浄されてもよい
（逆洗工程）。逆洗排水は、逆洗排水配管４２、濃縮水配管２８を通して、加圧浮上装置
１４へ送液され、加圧浮上装置１４において、オゾン含有気泡発生装置２４から供給され
るオゾンマイクロバブルを用いた加圧浮上で処理される（泡分離工程）。
【００５２】
　このように、膜ろ過装置１２より生じた濃縮水（逆洗排水を含む）をオゾン併用の加圧
浮上処理を行うことで、一つの装置で、アンモニア態窒素の物理化学的な脱窒処理と、懸
濁物質およびタンパク質等の有機物の固液分離との両方の処理が可能となる。一槽による
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、脱窒処理および固液分離処理が可能なので、装置のコンパクト化が可能となる。また、
物理化学的処理の利点として、飼育水の水質が急激に悪化した場合は、オゾン注入量を増
やすことで迅速な対応ができる。また、膜ろ過装置１２の除濁膜により懸濁物質およびタ
ンパク質等の有機物を濃縮することで、循環水量が低減される。これにより装置のコンパ
クト化が可能となる。
【００５３】
　循環水量が低減されるため、特に、実施形態に係る水処理装置１および水処理方法は、
循環水量が多い系、例えば、循環水量が１０ｍ３／ｈ以上の系に好適に適用することがで
きる。
【００５４】
　膜ろ過装置１２の透過水は、懸濁物質が高度に除去された透視度の高い水となり、かつ
飼育生物に感染症等の害を及ぼす細菌が除去された水となる。
【００５５】
　海水の飼育水中のアンモニア態窒素の濃度は通常１ｐｐｍ以下であり、臭化物イオンの
濃度は通常５０～６０ｐｐｍ程度、塩化物イオンの濃度は通常１８，０００～２２，００
０ｐｐｍ程度である。本実施形態に係る水処理装置１および水処理方法は、アンモニア態
窒素の濃度が１０ｐｐｍ以下程度であり、臭化物イオンの濃度が５０ｐｐｍ～６０ｐｐｍ
程度の原水の処理に好適に適用することができる。
【符号の説明】
【００５６】
　１　水処理装置、１０　原水槽、１２　膜ろ過装置、１４　加圧浮上装置、１６　泡分
離水槽、１８　活性炭処理装置、２０　処理水槽、２２　ストレーナ、２４　オゾン含有
気泡発生装置、２６　原水配管、２８　濃縮水配管、３０　透過水配管、３２　泡分離水
配管、３４　泡分離水供給配管、３６　処理水配管、３８　処理水返送配管、４０　逆洗
水配管、４２　逆洗排水配管、４４　オゾン排出配管、４６　気泡発生装置。
【図１】
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